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❶

➋

（1）総合的及び専門的な相談支援

（2）地域の相談支援体制の強化

※ 基幹相談支援センターには （3）地域移行及び地域定着の促進

主任相談支援専門員を配置

（4）医療的ケア児等コーディネーター

伊藤

（5）権利擁護 今井

（6）障害者虐待の防止

委託相談支援事業

計画相談支援・障害児相談支援事業（報酬のある事業）

（主任相談支援専門員は、初任
者研修のファシリテーター経験
者か、基幹相談支援センターに
配置されていること、どちらか
が受講要件）

基幹型
相談支援
センター

障
害
者
自
立
支
援
協
議
会

（

本
会
）

(

7

)

障
害
者
自
立
支
援
協
議
会
事
務
局

運
営
会
議

こども連絡会 医療的ケア児等ネット
ワーク部会

日中活動系連絡会 事業所部会

就労支援連絡会

相談支援連絡会

協議会

事務局

相談支援

主担当者


